
- 今月の主な内容 -

●令和 5年第1回臨時議会…2

●新大久保団地入居者募集…3

●令和 4年分確定申告について…4

●商品券の引換期限は 2月末です…6

広
報おがわ

ここでいい、ここがいい！ 小川村 2023(令和5)年  

vol.360
月号  

  
 知事との県民対話集会 in 小川

1月14日㈯、知事との県民対話集会が行われま

した。子育てや気候変動に対する村民の皆さ

んの関心の高さがうかがえた対話集会となり

ました。詳しくは２ページをご覧ください。
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小
川
村
公
民
館
で
「
安
心
安
全
に
住
み

続
け
ら
れ
る
村
づ
く
り
」
を
テ
ー
マ
に
阿
部

知
事
と
の
対
話
集
会
が
開
催
さ
れ
、
60
人

余
り
が
参
加
し
、
移
住・定
住
促
進
や
防
災・

減
災
対
策
な
ど
に
つ
い
て
意
見
を
交
わ
し
ま

し
た
。

　

移
住
・

定
住
促
進

に
つ
い
て

は
移
住
者

３
人
が
教

育
面
な
ど

か
ら
移
住

者
を
引
き

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
サ
ポ
ー

ト
及
び
交
付
、
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
の
申
込

み
支
援
を
役
場
に
て
行
い
ま
す
。
平
日
都

合
の
つ
か
な
い
方
は
、
こ
の
機
会
に
お
越

し
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
最
大
2
万
円
分
の
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン

ト
が
も
ら
え
る
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

込
期
限
は
今
月
末
ま
で
と
な
っ
て
い
ま
す
。

〈
申
請
サ
ポ
ー
ト
〉

　

顔
写
真
の
撮
影
か
ら
申
請
ま
で
の
手
続

き
を
サ
ポ
ー
ト
し
ま
す
。
希
望
さ
れ
る
方

は
、
国
か
ら
届
い
た
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

の
交
付
申
請
書
及
び
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
ご

持
参
く
だ
さ
い
。
※
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
や
申

請
書
が
な
い
場
合
は
、
本
人
確
認
書
類
を

ご
持
参
く
だ
さ
い
。

〈
交
付
〉

　

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
を
す
で
に
申
請
済

み
で
、
受
取
り
を
希
望
さ
れ
る
方
は
、
事

前
に
予
約
の
う
え
来
庁
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
予
約
先　

住
民
福
祉
課　

住
民
係

　
　
　
　

 
☎
０
２
６―

２
６
９―

２
３
２
３

〈
マ
イ
ナ
ポ
イ
ン
ト
〉

　

申
込
み
に
は
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
及
び

キ
ャ
ッ
シ
ュ
レ
ス
決
済
サ
ー
ビ
ス
（
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
決
済
（
○
○
Ｐ
ａ
ｙ
）
や
電
子
マ
ネ
ー
、

ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
等
）
が
必
要
と
な
り
ま

す
。
公
金
口
座
の
登
録
を
希
望
さ
れ
る
方

は
、
口
座
が
確
認
で
き
る
通
帳
等
を
ご
持

参
く
だ
さ
い
。

郵
便
局
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申

請
が
で
き
ま
す

　

郵
便
局
で
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請

サ
ポ
ー
ト
を
行
っ
て
い
ま
す
。
ま
だ
申
請
が

お
済
み
で
な
い
方
は
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

〈
実
施
期
間
〉

　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

〈
実
施
時
間
〉

　

窓
口
営
業
時
間
と
同
様

〈
実
施
場
所
〉

　

高
府
郵
便
局
・
北
小
川
郵
便
局

〈
持
ち
物
〉

国
か
ら
送
付
さ
れ
た
Ｑ
Ｒ
コ
ー
ド
付
き

交
付
申
請
書
（
お
持
ち
の
方
の
み
）

マ
イ
ナ
ポ
ー
タ
ル
か
ら
オ
ン
ラ
イ
ン
で
転

出
届
を
提
出
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
し
た

　

令
和
５
年
２
月
６
日
㈪
か
ら
、
マ
イ
ナ
ン

バ
ー
カ
ー
ド
を
所
有
し
て
い
る
方
は
、
マ
イ
ナ

ポ
ー
タ
ル
を
通
じ
た
オ
ン
ラ
イ
ン
で
の
転
出

の
届
出
が
可
能
と
な
り
ま
し
た
。

　

詳
し
く
は
デ
ジ
タ
ル
庁
の
ホ

ー
ム
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

知
事
と
の
県
民
対
話
集
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た

２
月
18
日
㈯ 

9
時
～
15
時

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
申
請
窓
口
を
開
設
し
ま
す
！

　

令
和
５
年
第
１
回
臨
時
議
会
が
１
月
24

日
㈫
に
開
か
れ
ま
し
た
。

　

こ
の
臨
時
会
で
は
、
専
決
処
分
の
承
認

案
１
件
、事
件
案
２
件
が
提
案
さ
れ
、承
認・

可
決
さ
れ
ま
し
た
。
主
な
議
決
事
項
は
次

の
と
お
り
で
す
。

付
け
る
方
策
な
ど
に
つ
い
て
語
り
ま
し
た
。

ま
た
、
高
校
通
学
の
際
の
苦
労
話
な
ど
も

あ
り
、
バ
ス
通
学
な
ど
へ
の
提
案
も
さ
れ
ま

し
た
。

　

防
災
・
減
災
対
策
に
関
し
て
は
、
地
球

温
暖
化
対
策
の
重
要
性
や
災
害
発
生
時

に
果
た
す
消
防
団
の
役
割
の
重
要
性
、
団

員
確
保
の
必
要
性
に
つ
い
て
意
見
が
出
さ

れ
、
森
林
の
活
用
に
つ
い
て
も
提
起
さ
れ

ま
し
た
。

　

知
事
も
そ
れ
ぞ
れ
の
意
見
に
対
し
丁
寧

に
回
答
さ
れ
、
終
了
予
定
時
間
が
30
分
延

長
す
る
な
ど
、
有
意
義
な
対
話
集
会
と
な

り
ま
し
た
。

◇
専
決
処
分
事
項
◇

■
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
９
号
）

•
公
共
土
木
施
設
災
害
復
旧
事
業

令
和
5
年
度
債
務
負
担
行
為
限
度
額
を

３
，
７
５
０
万
円
と
す
る
も
の

◇
事
件
案
◇

■
工
事
請
負
契
約
の
締
結
に
つ
い
て（
２
件
）

•
令
和
４
年
度
公
共
土
木
施
設
道
路
災
害

復
旧
工
事
（
村
道
18―

9
号
線
小
川
村
久

木
中
村
）　　
　
　

 

７
，
０
０
１
万
５
千
円

•
令
和
４
年
度
公
共
土
木
施
設
道
路
災
害

復
旧
工
事
（
村
道
13
号
線
小
川
村
大
手
）

９
，
７
７
０
万
２
千
円

令
和
５
年

第
１
回
臨
時
議
会



ほ
と
ん
ど
で
、
さ
ら
に
は
環
境
問
題
に
も
な

っ
て
い
る
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
が
多
用
さ
れ
て
い

ま
す
。
大
量
生
産
・
消
費
の
社
会
は
便
利

な
反
面
、
地
球
に
負
担
を
か
け
て
い
ま
す
。

ま
ず
は
、
使
い
捨
て
の
意
識
を
変
え
て
み
ま

せ
ん
か
？

ペットボトル
↓

水筒

ラップ
↓

蓋付きの容器
・お皿で蓋をする
　　　　etc

う
に
し
て
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
、
左
記
も
し
く
は
最
寄
り
の

法
務
局
や
司
法
書
士
事
務
所
へ
お
問
合
せ

く
だ
さ
い
。

◆
相
談
窓
口

　

長
野
県
司
法
書
士
会

　

常
設
電
話
無
料
相
談

　

☎
０
２
６―

２
３
２―

６
１
１
０

　
（
平
日
12
時
～
15
時
）

◆
問
合
せ

　

長
野
地
方
法
務
局
不
動
産
登
記
部
門

　

☎
０
２
６―

２
３
５―

６
６
４
５
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新
大
久
保
団
地

　
　

入
居
者
募
集
中

　

若
者
定
住
促
進
対
策
と
し
て
建
設
し
ま
し

た
新
大
久
保
団
地
の
入
居
者
を
募
集
し
て
い

ま
す
。

◆
募
集
戸
数　

新
大
久
保
団
地　

３
戸

◆
仕　
　

様　

木
造
平
屋
建
て
３
Ｌ
Ｄ
Ｋ

　
　
　
　
　
　

オ
ー
ル
電
化

　
　
　
　
　
　

駐
車
場
２
台
分

◆
募
集
期
間　

２
月
15
日
㈬
ま
で

◆
抽 

選 

日　

２
月
20
日
㈪
小
川
村
役
場

　
　
　
　
　

      

19
時
か
ら
を
予
定

◆
家
賃
月
額　

４
０
，
０
０
０
円

◆
入
居
予
定
日

　

令
和
５
年
４
月
１
日
よ
り
可
能

※
な
お
、
引
っ
越
し
等
で
荷
物
の
搬
入
等
が

必
要
な
場
合
は
、
3
月
か
ら
適
宜
対
応

い
た
し
ま
す
。

◆
入
居
条
件

①
同
居
ま
た
は
同
居
す
る
予
定
の
配
偶
者

が
い
る
こ
と

②
税
金
等
の
公
共
料
金
に
滞
納
が
な
い
こ
と

③
世
帯
合
算
の
所
得
が
、
月
額
１
５
８
，

０
０
０
円
を
超
え
て
い
る
こ
と

④
暴
力
団
員
で
な
い
こ
と

◆
申
込
方
法　

入
居
申
込
書
に
必
要
事
項

を
記
入
し
、建
設
係
へ
ご
提
出
く
だ
さ
い
。

　

詳
し
く
は
建
設
経
済
課　

建

設
係
ま
で
お
問
合
せ
く
だ

さ
い
。

　

☎
０
２
６―

２
６
９―

２
３
２
３

 

相
続
登
記
の
申
請
が

　
　

義
務
化
さ
れ
ま
す
！

　

所
有
者
不
明
土
地
の
解
消
に
向
け
て
、

令
和
６
年
４
月
１
日
か
ら
、
不
動
産
を
取

得
し
た
相
続
人
に
対
し
、
そ
の
取
得
を
知

っ
た
日
か
ら
３
年
以
内
に
相
続
登
記
の
申

請
を
す
る
こ
と
が
義
務
化
さ
れ
ま
す
。
そ

れ
以
前
に
亡
く
な
っ
た
方
の
相
続
に
つ
い

て
も
登
記
義
務
が
あ
り
ま
す
。
相
続
登
記

が
済
ん
で
い
な
い
不
動
産
が
あ
る
場
合

は
、
今
の
う
ち
か
ら
相
続
登
記
を
す
る
よ

 

一
定
規
模
以
上
の
土
砂
等
の

   

盛
土
等
に
許
可
が
必
要
で
す

　

盛
土
等
に
よ
る
土
砂
等
の
崩
落
等
に
よ

る
災
害
の
発
生
を
防
止
す
る
た
め
、「
長
野

県
土
砂
等
の
盛
土
等
の
規
制
に
関
す
る
条

例
」
が
制
定
さ
れ
ま
し
た
。
こ
の
条
例
に

よ
り
、
令
和
５
年
１
月
１
日
以
降
に
行
う
一

定
規
模
以
上
の
盛
土
等
に
つ
い
て
は
、原
則
、

県
の
許
可
が
必
要
に
な
り
ま
し
た
。

◆
主
な
規
制
項
目

◦
面
積
が
３
，
０
０
０
㎡
以
上
ま
た
は
高

さ
が
５
ｍ
以
上
の
土
砂
等
の
盛
土
等
を

行
う
場
合
に
は
県
の
許
可
が
必
要
に
な

り
ま
す
。

◦
県
の
許
可
を
受
け
る
に
あ
た
っ
て
は
、
周

辺
地
域
の
住
民
に
許
可
申
請
の
内
容
を

周
知
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。

◦
土
地
の
所
有
者
の
方
は
盛
土
等
の
施
工

状
況
を
定
期
的
に
確
認
す
る
必
要
が
あ

り
ま
す
。

◦
条
例
の
規
定
に
違
反
し
た
場
合
は
、
罰

則
（
最
大
２
年
以
下
の
懲
役
ま
た
は

１
０
０
万
円
以
下
の
罰
金
）
が
適
用
さ

れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
。

◆
手
数
料
（
１
件
あ
た
り
の
金
額
）

　

◦
新
規
の
許
可　
　

５
万
５
千
円

　

◦
変
更
の
許
可　
　

３
万
４
千
円

　

◦
譲
受
け
の
許
可　

３
万
４
千
円

　

長
野
県
建
設
部
砂
防
課
調
査
管
理
係

　

☎
０
２
６―

２
３
５―

７
３
１
６

　

こ
の
コ
ー
ナ
ー
で
は
、
無
理
な
く
楽
し
く

ご
み
の
削
減
が
で
き
る
情
報
や
ア
イ
デ
ア
な

ど
を
皆
さ
ん
と
共
有
し
て
い
き
ま
す
。

無理なく楽しくごみ減量
　

令
和
３
年
度
の
小
川
村
一
人
当

た
り
の
可
燃
ご
み
排
出
量
は
約

１
３
０
㎏
。
長
野
市
松
岡
に
あ
る

施
設
（
な
が
の
環
境
エ
ネ
ル
ギ
ー

セ
ン
タ
ー
）
で
村
が
費
用
を
負
担

し
処
理
し
て
い
ま
す
。

　

昔
は
、
容
器
持
参
で
の
お
買
い

物
や
、
土
に
還
る
素
材
の
も
の
が

多
か
っ
た
た
め
、
ご
み
を
あ
ま
り

出
さ
ず
に
生
活
で
き
て
い
た
の
か

も
し
れ
ま
せ
ん
。

　

し
か
し
、
今
は
お
店
に
並
ぶ
商

品
は
袋
詰
め
さ
れ
て
い
る
も
の
が

《ごみ減量推進委員会》

　

決
し
て
無
理
を
せ
ず
、
簡
単
な
こ
と
か
ら

自
分
の
で
き
る
範
囲
で
工
夫
を
す
る
と
、
だ

ん
だ
ん
楽
し
く
な
っ
て
き
ま
す
よ
。
小
さ
な

変
化
も
村
全
体
で
と
ら
え
れ
ば
大
き
な
も

の
に
な
り
ま
す
。
楽
し
み
な
が
ら
一
緒
に
ご

み
の
削
減
を
し
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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《令和 4 年分の確定申告はお早めに !》
申告期間：2/16 ㈭ 〜 3/15 ㈬

　

令
和
４
年
分
所
得
の
確
定
申
告
に
関
わ
る
申
告
相
談
を
、
小
川

村
役
場
と
長
野
市「
若
里
市
民
文
化
ホ
ー
ル
」に
お
い
て
行
い
ま
す
。

　

所
得
税
、
住
民
税
の
申
告
デ
ー
タ
は
、
村
・
県
民
税
の
課
税
、

国
民
健
康
保
険
税
、
介
護
保
険
料
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、

保
育
料
及
び
福
祉
手
当
な
ど
を
算
定
す
る
際
の
基
礎
資
料
と
な
り

ま
す
。
不
申
告
の
ま
ま
だ
と
、
保
険
料
の
算
定
な
ど
に
影
響
が
出

て
し
ま
う
場
合
が
あ
り
ま
す
。
ま
た
、
所
得
証
明
書
の
発
行
が
で

き
ま
せ
ん
の
で
、
必
ず
期
間
内
に
申
告
し
て
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
長
野
市
「
若
里
市
民
文
化
ホ
ー
ル
」
で
も
、
通
常
及

び
休
日
の
相
談
日
が
ご
ざ
い
ま
す
の
で
、
こ
ち
ら
も
ご
利
用
く

だ
さ
い
。

　
（
※
詳
細
は
、
今
月
配
布
の
案
内
チ
ラ
シ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
）

◆
申
告
の
必
要
が
な
い
方

　

令
和
5
年
１
月
１
日
現
在
、
小
川
村
に

住
ん
で
い
る
方
で
、

【
給
与
所
得
者
で
給
与
以
外
に
所
得
が
無

く
、
勤
務
先
か
ら
給
与
支
払
報
告
書
が
小

川
村
に
提
出
さ
れ
て
い
る
方
】

　

ま
た
は

【
65
歳
以
上
の
公
的
年
金
受
給
者
の
方
で
、

他
に
所
得
が
な
く
、
年
収
が
１
５
８
万
円

以
下
で
源
泉
所
得
税
が
無
い
方
】

は
申
告
不
要
で
す
。

◆
65
歳
未
満
で
収
入
が
無
い
方
も
申
告
が

必
要
で
す

　

申
告
に
よ
り
そ
の
人
の
各
種
福
祉
手
当
、

保
険
料
、
保
育
料
、
扶
養
判
定
、
年
金
申

請
な
ど
の
基
礎
資
料
が
作
成
さ
れ
ま
す
。

　

そ
の
た
め
「
所
得
が
無
い
こ
と
の
申
告
」

を
し
て
い
な
い
と
「
不
申
告
」
扱
い
と
な

り
、
所
得
証
明
書
や
非
課
税
証
明
書
の
発

行
が
で
き
ず
、
不
利
益
を
被
る
場
合
が
あ

り
ま
す
。

　

65
歳
未
満
で
昨
年
中
に
収
入
が
無
か
っ

た
方
も
、
総
務
課　

会
計
税
務
係
ま
で
、

ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
確
定
申
告
を
す
れ
ば
所
得
税
が

　

戻
る
場
合
が
あ
り
ま
す

　

次
の
条
件
に
該
当
す
る
方
は
、
確
定

申
告
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
源
泉
徴
収

さ
れ
た
所
得
税
が
戻
っ
て
く
る
こ
と
が

あ
り
ま
す
。

▼
住
宅
ロ
ー
ン
等
を
利
用
し
新
築
・
購
入
・

増
改
築
を
さ
れ
た
方

▼
多
額
の
医
療
費
を
支
払
っ
た
方

▼
災
害
や
盗
難
に
あ
っ
た
方

▼
給
与
所
得
者
で
令
和
4
年
中
に
退
職
し
、

そ
の
後
、
再
就
職
さ
れ
な
か
っ
た
方

▼
源
泉
徴
収
さ
れ
た
配
当
な
ど
の
収
入
が

あ
る
方

◆
公
的
年
金
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方

　

公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
は
、
生
命
保

険
料
控
除
、
長
期
損
害
保
険
料
控
除
、
地

震
保
険
料
な
ど
が
含
ま
れ
て
な
い
た
め
年

末
調
整
が
行
わ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
な
り

ま
す
。

　

確
定
申
告
に
よ
り
清
算
を
行
っ
て
く
だ

さ
い
。

相談会場
小川村役場２階　中会議室

開　設　日 受 付 時 間

通常相談 土日祝を除く平日 午前9時〜午後5時

休日相談 3月 5日㈰ 午前9時〜午後5時

夜間相談 2月22日㈬
3月 1日・8日㈬ 午後5時〜午後7時

相談会場
長野市　「若里市民文化ホール」

開　設　日 受 付 時 間

通常相談 土日祝を除く平日 午前9時〜午後4時

休日相談 2月19日㈰
2月26日㈰ 午前9時〜午後4時
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◆
事
業
所
得
（
営
業
・
農
業
な
ど
）
や
不

動
産
所
得
が
あ
る
方

　

収
支
計
算
書
を
ご
提
出
く
だ
さ
い
。（
用

紙
は
総
務
課　

会
計
税
務
係
に
設
置
し
て

あ
り
ま
す
）

　

収
入
金
額
と
必
要
経
費
等
の
領
収
書
や

関
係
帳
簿
に
つ
い
て
は
、
項
目
ご
と
に
取
り

ま
と
め
の
上
、整
理
し
て
お
持
ち
く
だ
さ
い
。

　

農
業
所
得
に
つ
い
て
は
「
収
支
計
算
方

式
」
の
み
の
申
告
と
な
り
、「
自
家
消
費
の

み
」
の
場
合
は
、申
告
は
不
要
と
な
り
ま
す
。

◆
年
末
調
整
を
受
け
た
後
に
変
更
が

　

生
じ
た
方

　

配
偶
者
特
別
控
除
を
受
け
た
方
で
、
配

偶
者
の
所
得
に
変
更
が
あ
っ
た
場
合
や
扶

養
人
数
に
修
正
が
必
要
な
場
合
な
ど
は
、

確
定
申
告
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◆
申
告
に
必
要
な
も
の

▼
公
的
年
金
等
の
源
泉
徴
収
票

▼
給
料
等
の
源
泉
徴
収
票
な
ど
所
得
が
分

か
る
も
の
（
原
本
）

▼
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
若
し
く
は
番
号
通

知
カ
ー
ド
と
身
分
証
明
書
等

▼
生
命
保
険
・
長
期
損
害
保
険
・
地
震
保

険
料
・
個
人
年
金
掛
金
な
ど
の
支
払
（
控

除
）
証
明
書

▼
障
害
者
手
帳

▼
医
療
費
控
除
を
申
告
す
る
方
は
、
医
療

費
の
領
収
書
及
び
保
険
金
等
で
補
て
ん

さ
れ
る
金
額
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の

金
額
が
わ
か
る
書
類

▼
税
金
の
支
払
い
や
還
付
の
た
め
の
預
金

通
帳
（
本
人
名
義
）
と
そ
の
印
鑑

◆
問
合
せ

　

総
務
課　

会
計
税
務
係

　

☎
０
２
６―

２
６
９―

２
３
２
３

　新築等の取得により「住宅借入金等特別控除」を
　　　　　　　　　受ける場合は申告が必要です。

　　　　　申告の期限は３月１5 日㈬です。

　個人が住宅ローン等を利用して、家屋の新築、取得又は
増改築等をし、令和 4 年 12 月 31日までに自己の住居の用に
供した場合において、一定の要件を満たすときに「住宅借
入金等特別税額控除」を受けることができます。
　令和 5 年（令和 4 年分）申告期限は 3 月15 日ですので該
当される方は、期限までに申告をお願いします。

※この適用を受けるには、年末調整される方以外は、毎年、
申告が必要です。

■申告方法について
　「住宅借入金等特別税額控除申請書」を作成の上、確定
申告を行ってください。
　その際に、①住宅借入金等の年末残高証明書　②登記事
項証明書　③売買契約書　をご用意ください。

■どういう場合に対象となりますか？（新築住宅）
　①取得の日から 6 ヶ月以内に入居していること。
　②適用を受ける年の 12/31 まで住んでいること。
　③床面積が 50 平方メートル以上であること。
　④住宅ローンの返済期間が 10 年以上あること。
　⑤年間所得金額が 3,000 万円以下であること。

医療費控除に関する明細書の提出について

　医療費控除は、領収書の提出が不要となり、代わ
りに「医療費控除の明細書」の作成・添付が必要と
なりました。
　申告の際には、必ず作成した明細書をご持参くだ
さい。
　なお、税務署から「医療費控除の明細書」の記載
内容の確認を求められる場合がありますので、領収
書は 5 年間保存をお願いします。

　確定申告をした税額等に
　　　　　誤りがあった場合は・・・
１　申告した税額等が実際より少なかった場合
　　　　　　　　　↓
　　正しい額に修正申告してください。

２　申告した税額等が実際より多い場合
　　　　　　　　　↓
　　原則として確定申告の提出期限から

1年以内に「更正」の請求をして正しい額への
訂正を求めます。

※誤っている申告を訂正しない場合には、税務署長が
正しい額に更正します。

　また、申告の必要があるにもかかわらず確定申告を
されなかった場合には税務署長が所得金額や税額
を決定します。

役
場
で
の
相
談
は

予
約
不
要
だ
よ
。

申
告
期
限
は
３
月

15
日
ま
で
だ
か
ら

早
め
に
行
お
う
！



ま
す
の
で
ご
覧
く
だ
さ
い
。

　

ま
た
、
保
健
セ
ン
タ
ー
で
も

随
時
ご
相
談
を
お
受
け
し
て
い

ま
す
。
ひ
と
り
で
抱
え
込
ま
ず
、
ま
ず
は
相

談
す
る
こ
と
か
ら
は
じ
め
て
み
ま
せ
ん
か
。

◆
問
合
せ　

小
川
村
保
健
セ
ン
タ
ー　
　

　

☎
０
２
６―

２
６
９―

２
１
０
４
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今
年
の
１
月
４

日
か
ら
配
布
を
行

っ
て
い
る
「
第
２

次
小
川
村
生
活
応

援
商
品
券
」
の
引

換
期
限
は
2
月
28

日
㈫
で
す
。

◆
引
換
場
所

　

総
務
課
窓
口

◆
引
換
の
際
に

　

必
要
な
も
の

○
引
換
券

○
受
け
取
ら
れ
る
方
の
本
人
確
認
書
類

　
　
　
　
　
（
運
転
免
許
証
、
保
険
証
等
）

•
代
理
の
方
の
お
受
け
取
り
も
可
能
で
す
。

引
換
券
を
紛
失
し
て
し
ま
っ
た
場
合
や

土
日
等
の
閉
庁
日
の
受
け
取
り
を
希
望

さ
れ
る
方
は
、
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◆
使
用
期
限

　

令
和
５
年
３
月
10
日
㈮
ま
で

◆
問
合
せ　

総
務
課　

総
合
戦
略
推
進
室

　

☎
０
２
６―

２
６
９―

２
３
２
３

「
第
２
次
小
川
村
生
活
応

援
商
品
券
」
の
引
換
期
限

は
２
月
末
で
す
！

総合戦略
推進室

◎
個
別
相
談

◆
日　

時　
　

3
月
13
日
㈪

　
　
　
　
　
　

午
後
１
時
30
分
～
５
時

◆
相
談
員　
　

精
神
保
健
福
祉
士

◆
場　

所　
　

保
健
セ
ン
タ
ー
（
要
予
約
）

　
　

☎
０
２
６―

２
６
９―

２
１
０
４

◎
長
野
い
の
ち
の
電
話

　
　

悩
ん
だ
と
き
は
た
め
ら
わ
な
い
で

　
　

☎
０
２
６―

２
２
３―

４
３
４
３

•
受
付
時
間　

午
前
11
時
～
午
後
10
時

こ
こ
ろ
の
相
談
室

保　健
センター

《
一
般
幹
部
候
補
生
》

◆
資　

格　

22
歳
以
上
26
歳
未
満
の
者

◆
受　

付　

３
月
１
日
㈬
～
４
月
14
日
㈮

◆
試
験
日

•
１
次
：
４
月
22
日
㈯
・
23
日
㈰

•
２
次
：
５
月
26
日
㈮
～
６
月
1
日
㈭
の

　

い
ず
れ
か
１
日

•
海
・
飛
行
要
員
の
み
３
次

 

（
海
）
６
月
22
日
㈭
～
６
月
26
日
㈪

 

（
空
）
７
月
15
日
㈯
～
８
月
３
日
㈭

《
第
１
回
一
般
曹
候
補
生
》

◆
資　

格　

18
歳
以
上
33
歳
未
満
の
者

◆
受　

付　

３
月
１
日
㈬
～
５
月
９
日
㈫

◆
試
験
日

•
１
次
：
５
月
19
日
㈮
～
28
日
㈰

•
２
次
：
６
月
17
日
㈯
～
７
月
２
日
㈰
の

　

い
ず
れ
か
１
日

自
衛
官
募
集

自衛隊長野
地域事務所

　

こ
こ
ろ
の
病
気
は
、
本
人
は
も
と
よ
り

家
族
の
生
活
に
も
大
き
く
影
響
し
ま
す
。

　

ど
う
し
た
ら
い
い
の
か
困
っ
た
時
の
相
談

先
の
ひ
と
つ
に
「
長
野
県
立
こ
こ
ろ
の
医
療

セ
ン
タ
ー
駒
ヶ
根
」
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
病

院
が
定
期
的
に
発
行
す
る
リ
ー
フ
レ
ッ
ト

「
こ
こ
駒
通
信
」
に
は
、
病
気
や
依
存
症
の

内
容
・
家
族
の
応
対
の
方
法
な
ど
が
わ
か

り
や
す
く
書
か
れ
て
い
ま
す
。
下
記
Ｑ
Ｒ
コ

ー
ド
か
ら
内
容
を
確
認
す
る
こ
と
が
で
き

こ
こ
駒
通
信

保　健
センター

国
の
教
育
ロ
ー
ン

日本政策
金融公庫

行
政
相
談

総務係

　

国
や
行
政
が
行
う
仕
事
に
つ
い
て
、
村

民
の
皆
様
か
ら
意
見
や
要
望
を
お
聞
き
し
、

助
言
や
改
善
を
図
っ
て
い
く
も
の
で
す
。

◆
日　

時　

２
月
14
日
㈫

　
　
　
　
　

午
前
10
時
～
正
午

◆
場　

所　

役
場
1
階　

相
談
室

◆
行
政
相
談
委
員　

三
水　

弘
好

　

高
校
、
大
学
等
へ
の
入
学
時
及
び
在
学

中
に
か
か
る
費
用
を
対
象
と
し
た
公
的
な

融
資
制
度
で
す
。
お
子
さ
ま
１
人
に
つ
き

３
５
０
万
円
以
内
を
、固
定
金
利
（
年
１
・

95
％
（
令
和
５
年
１
月
１
日
現
在
））
で

利
用
で
き
、
在
学
期
間
内
は
利
息
の
み
の

ご
返
済
と
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

詳
し
く
は
、「
国
の
教
育
ロ
ー
ン
」
で

検
索
し
て
い
た
だ
く
か
、
左
記
の
コ
ー
ル

セ
ン
タ
ー
へ
お
問
合
せ
く
だ
さ
い
。

◆
教
育
ロ
ー
ン
コ
ー
ル
セ
ン
タ
ー

　

☎
０
５
７
０―

０
０
８
６
５
６

（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）

　

ま
た
は

　

☎
０
３―

５
３
２
１

　
　
　
　
　
　
　

―

８
６
５
６



くら 報し 情の

7

 

　
 　　
 

村の人口　　（令和 5 年 2 月１日現在  前月比）
 人　口 2,311 人 − 3
 男 1,141 人 ＋ 1
 女 1,170 人 − 4
 世帯数 1,038 戸 ＋ 3

◆お誕生おめでとう
　

◆ご冥福をお祈りします（敬称略）

    氏　　名 　 月　日 　　地　区
 村越すみ子 12/ ４ 裏立屋
 川浦きくよ 12/  6 埋　牧
 宮下　幸子 12/  7 花尾和田
 楠　　定子 12/  9 塩　沢
 夏目　智治 12/12 稲　荷
 權田　　清 12/19 下市場

2023.2　広報おがわ　

くら 報し 情の
月日 曜日 行　　　　　　　事

2.11 土《建国記念の日》

12 日

13 月 こころの相談室（保）

14 火 行政相談（役）

15 水

16 木

17 金

18 土 マイナンバーカード
      申請窓口開設（役）

19 日 　

20 月

 21 火

22 水 確定申告夜間相談（役）

23 木《天皇誕生日》

24 金 健やか教室（び）
定例教育委員会（役）

25 土 教育相談（ふ）

26 日

27 月

28 火

3. 1 水 確定申告夜間相談（役）

2 木 　

3 金

4 土

５ 日 確定申告休日相談（役）

6 月

7 火

8 水 確定申告夜間相談（役）

9 木

10 金

11 土

◆小林淳生（小林病院院長） ◆細川康雄（新町病院）
◆小林和生（小林病院副院長） ◆山川淳一（篠ノ井総合病院）
◆重松泰介（整形外科） ◆小林由紀（糖尿病内科）
◆本郷　実（新町病院院長） ◆宮尾陽一（内科）
◆荒井恵子（内科）　 　　　　　

診療所　診療担当医表（2/8 ～ 3/11）

（敬称略）

小川村国保直営診療所　☎ 026-269-2279

（診）診療所 ／（保）保健センター ／（び）びっくらんど小川／
（役）役場 ／（に）にこにこ保育園 ／（小）小学校／（中）中学
校／（公）公民館／（ふ）ふるさとらんど小川／（プ）プラネタ
リウム館／（バ）バスティ高府

月 火 水 木 金 土
　　 2/8 9 10 11

 8:30~11:15 内科
小林淳生

糖尿病内科
小林由紀

内科
山川淳一

14:00~16:00

13 14 15 16 17 18
 8:30~11:15

内科
荒井恵子

内科
小林和生

内科
細川康雄 内科

宮尾陽一

内科
宮尾陽一

14:00~16:00

20 21 22 23 24 25
 8:30~11:15

内科
荒井恵子

内科
小林淳生

内科
山川淳一

　
14:00~16:00

27 28 3/1 2 3 4
 8:30~11:15

内科
荒井恵子 　

内科
小林和生

内科
細川康雄

14:00~16:00 内科
山川淳一

6 7 8 9 10 11
 8:30~11:15

内科
荒井恵子 　

内科
小林淳生

糖尿病内科
小林由紀

内科
山川淳一

循環器
本郷　実

14:00~16:00

整
形
外
科

重
松
泰
介
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月　日　12 / 21
保護者　正人・陽香
地　区　高府上町
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月　日　12 / 26
保護者　球太郎・里梨
地　区　和手
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広報おがわ　2023.2

　おがわ熟年大学　新春お笑い講座　　　１月２１日㈯
　小川村公民館で新春お笑い講座が開催され、約 70 名の皆さんにご来場いただきました。
　県内で活動をしている「信州天狗連 信濃家一門会」の信濃家中蔵さんと信濃家あい橋さんから２話ず
つ落語を口演いただき、巧みな話芸に会場は笑いの渦に包まれました。

　また落語の歴史、噺の内容や言
葉使い、仕草などの豆知識をお話
しいただき、落語の楽しみ方を教
わりました。

　小川小学校　スキー教室　
　小学校では１月から２月にかけ、２年ぶりのスキー教室を鹿島槍スキー場で実施しました。
　今年度は各学年２回ずつ実施することができ、２回目には多くの子ども達が上達を実感しているようで
した。また、良い天気に恵まれ、スキーを楽しむとともに、素晴らしい景色を見ることもできました。
　子ども達からは、「楽しかった！」との声も聞こえ、充実したスキー教室となりました。
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